
2

眠っている銀行口座はありませんか？

　学生時代にアルバイト先から言われて口座をつくったけれど、就職してそ

のまま・・・。引っ越しをして銀行窓口が近くにないから使っていない・・・。

　そのような長年活用のない放置されたままの銀行口座はいわゆる休眠預金

と言われ、金額は年間数百億円にものぼると言われています。

　１０年以上取引の無い銀行口座の休眠預金は、２０１８年に施行された

「休眠預金等活用法」によって地域活性化などの公益活動に活用されることに

なります。その休眠預金の活用開始がいよいよ今年2019年から始まります。

　眠ったお金を活用する事は良い事ですが、休眠預金となってしまった故に

自分のお金が知らないうちに無くなることや（消滅時効）、口座をそのまま

にした為、口座管理料がかかる事もあるので注意が必要です。

　休眠預金になったあとも解約等は出来ますので各金融機関に問合せをして

みて下さい。

　参考：金融庁ホームページ

　https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

　1年の2/3が過ぎた今日この頃ですが、10月頃から年末調整に必要な書類関係が順次
届きます。そこで今回は年末調整での書類関係・変更点についてのお知らせをします。

　(1) 平成30年分の年末調整から提出書類が変更になります。

　　　※平成29年度税制改正で配偶者控除・配偶者特別控除の制度が変わったことに
　　　　より配偶者特別控除等の申告書に記入する内容が多くなったため、別々の書類
　　　　に変更となりました。

　(2) 源泉控除対象配偶者
　　　平成29年分の年末調整では合計所得金額が38万円以下、給与収入103万円以下
　　の生計を一にする配偶者について無条件で配偶者控除を受けることができましたが、
　　平成30年分以降については本人の所得要件が追加されています。
　　　それに伴い月々の源泉所得税の扶養人数も影響がありますので再度ご確認下さい。
　　【変更内容】
　　「源泉控除対象配偶者」を扶養親族１人としてカウントすること。
　　　※「源泉控除対象配偶者」とは、以下の図のマル印のついている者をいいます。
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